
→裏面もご確認ください！

☆児童または同居者に障害がある方がいる場合

　□　次のいずれかの写し

☆就学前の兄弟姉妹が以下の特定施設を利用している場合

２・３号認定（保育）　　持ち物チェックシート

☆全員が持参するもの

　□　子どものための教育・保育給付認定申請書（現況届）兼保育利用申込書

　□　保育の必要性を証明する書類（父母それぞれ）　

　□　児童および同居者のマイナンバーが確認できるもの　（マイナンバーカード、通知カードなど）

　□　来庁者の本人確認書類 （運転免許証など）

☆保護者以外の方が来庁される場合

　□　委任状

　□　次の施設の在園（在所）証明書　　　※令和８年４月１日時点で在籍

※兄弟姉妹入園の場合

父母１部ずつでOK

※令和8年4月1日以降

の状況を確認できる必

要があります。




